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8.1 市が講じる施策 

総合戦略は、人口減少に歯止めをかける取組や人口減少社会に適応する取組等、人口減少問

題の克服等に向けて取り組む施策をまとめた計画として位置付けられています。 

本計画の目標達成に向けては、今後、これらの取組を重点的に実施していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．都市機能及び人口密度を維持・確保するための誘導施策 

鹿児島市まち・ひと・しごと創生 総合戦略 

公共交通に関する方向性 

・中心市街地や副都心の持つ都市
機能を誰もが享受することが可
能となるために、利便性・効率
性の高い持続可能な公共交通体
系の構築を図り、拠点間がネッ
トワーク化された市街地の形成
を図る。 

□しごとで活力を「つくる」 
（1）地域産業の競争力強化（業種横断的取組） 

①新事業・新産業創出の支援 

②経営改善の支援 

③人材の確保 

（2）地域産業の競争力強化（分野別取組） 

①商業・サービス業の活性化 

②ものづくり産業の活性化 

③農林水産業の活性化 

（3）若い世代をはじめとする雇用機会の拡大 

①創業、第二創業への支援 

②企業立地の推進 

③若者、女性、高齢者等の活躍促進 

□結婚･出産･子育ての希望を「かなえる」 
（1）若い世代の経済的安定 

①若者の就業支援 

②貧困の世代間連鎖の解消 

（2）結婚の希望の実現 

①次世代を担う若者への意識啓発 

②結婚への支援 

（3）妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援 

（4）子育て支援の充実 

①子育て支援施設の整備・充実 

②放課後における児童の健全育成 

③子育て世帯への経済的支援 

（5）ワーク・ライフ・バランスの普及促進 

□まちの魅力を「みがく」 
（1）鹿児島オリジナルの魅力向上 

①食の都づくり 

②歴史、自然等を生かした観光の振興 

③花と緑の回遊空間づくり 

④潤いのある都市景観の形成 

（2）まちなかのにぎわい創出 

①集客力・回遊性の向上 

②新たな都市拠点の形成 

積極戦略 

居住や都市機能の誘導に関する方向性 

・利便性の高いまちを維持するために中心市街地や副
都心等に高次都市機能を集積するとともに、地域生
活拠点や団地核、集落核を基本として、生活利便施
設を集約し、一定の人口密度を維持しながら歩いて
暮らせる生活圏の形成を図る。 

・人口の集約や行財政の効率的な運営のためにコンパ
クトかつ安全な市街地の形成に向けた土地利用の促
進を図る。 

□ひと・まちを多彩に「つなぐ」 
（1）人口減少等を見据えた持続可能なまちづくり 

①都市のコンパクト化と交通ネットワークの形成 

②ストックマネジメントの強化 

（2）互いに支え合う温もりのある地域社会の形成 

①地域コミュニティの形成 

②協働によるまちづくり 

（3）移住の促進 

（4）都市間の交流・連携 

①国際交流の推進 

②国内の都市との多様な交流・連携 

適応戦略 

公共交通に関する 

施策・事業の実施 

居住や都市機能の誘導に関する 

施策・事業の実施 
連携 

施 策 
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公共交通に関する施策・事業 

●各交通手段の適切な役割分担と結節機能

の向上 

・【再掲】JR 鹿児島駅周辺地区における交

通結節機能の強化 

・【再掲】JR 谷山駅・慈眼寺駅・坂之上駅

及び市電谷山電停における交通

結節機能の強化 

●市民・交通事業者・行政が一体となった

公共交通の維持・活性化 

●安全・快適な交通施設の整備 

●都市景観・観光資源としての公共交通の

有効活用 

●中心市街地のにぎわい創出と活性化を支援

する交通環境の整備 

 

等 

 

居住や都市機能の誘導施策・事業 

●商店街等の活性化に対する支援 

●子育て世帯向けの市営住宅の供給促進 

●JR 鹿児島駅周辺地区における交通結節機能の

強化や魅力ある都市拠点の形成 

●中央町 16、19・20 番街区や千日町１・４番

街区における市街地再開発事業等の推進 

●土地区画整理事業の推進 

●公共施設等の計画的な更新・長寿命化 

●良質な住宅ストックの形成の促進 

●JR 谷山駅・慈眼寺駅・坂之上駅及び市電谷山

電停における交通結節機能の強化や魅力ある都

市空間の形成 

 

等 

 

居住や都市機能の誘導施策・事業及び公共交通に関する施策・事業 
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8.2 国の支援措置 

国による以下の支援措置も活用して、誘導施策を実施してまいります。 

 

○立地適正化計画に係る予算・金融上の支援措置 

 

・居住誘導区域内等で活用可能又は嵩上げ等のある支援措置 

 

・都市機能誘導区域内で活用可能又は嵩上げ等のある支援措置 

 

・立地適正化計画区域内で活用可能な支援措置 

 

※国土交通省ホームページ「コンパクトシティの形成に関連する支援施策集」より 

 


